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廃棄物対策課

産業廃棄物処理施設の事業計画書等内容及び縦覧方法等のお知らせ

	申請者
	株式会社アクアサービスみかわ　代表取締役　鍋島　良宏

	施設の設置場所
	豊橋市東小鷹野二丁目9番1

	施設の種類
	汚泥の脱水施設

	施設において処理する産業廃棄物の種類
	汚泥

	縦覧期間及び時間
	平成24年2 月1 日(水)から平成24年3 月1 日（木)までの午前9時から午後5時まで（土曜日・日曜日、祝日を除く。）

	縦覧場所
	豊橋市役所環境部廃棄物対策課　豊橋市今橋町1番地

愛知県東三河水道事務所1階ロビー　豊橋市東小鷹野二丁目9番地1

	説明会について
	開催日時　平成24年2月26日（日）午後1時30分から

開催場所　小鷹野住宅集会室（東小鷹野一丁目12）
対象者　　鷹丘校区東小鷹野一・二丁目内に住所を有する者、同地域内で事業活動を行う者等

	意見書を提出できる者
	鷹丘校区東小鷹野一・二丁目内に住所を有する者、同地域内で事業活動を行う者等

	意見書提出期間
	平成24年2 月1 日(水)から平成24年3 月16 日(金)まで（土曜日・日曜日、祝日を除く。）
ただし、郵送による場合は、平成24年3月16日までの消印のあるものに限り受け付ける。

またＦＡＸ、メールによる場合は、平成24年3月16日までの発信履歴があるものに限り受け付ける。

	意見書提出先
	豊橋市役所環境部廃棄物対策課　

郵送、ＦＡＸ、メールでの提出も可能
住所：〒440-8501　豊橋市今橋町1番地

ＦＡＸ：0532-56-0566

E-MAIL：haikibutsu@city.toyohashi.lg.jp


意見書の留意事項

（１）意見書の形式等

ア　意見書は次ページによるものとする。
　　　イ　意見書は日本語により記載すること。
（２）意見書の記載事項

　　　ア　意見の対象となる事業者の氏名又は名称
　　　イ　産業廃棄物処理施設等の設置の場所
　　　ウ　産業廃棄物処理施設等の種類
エ　関係地域の環境保全上の見地からの意見

オ  氏名、電話番号及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の電話番号及び所在地）

様式第5（第13条関係）
環境保全上の見地からの意見書
年　　月　　日
　豊橋市長　様
　豊橋市産業廃棄物処理施設及び汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例10条第1項の規定に基づき、環境保全上の見地からの意見書を提出します。
	意見の対象となる事業者の氏名又は名称
	

	産業廃棄物処理施設等の設置の場所
	

	産業廃棄物処理施設等の種類
	

	意見の区分
	大気汚染　・　水質汚濁　・　騒音　・　振動
悪臭　・　土壌汚染　・　その他

	意見（関係地域の環境の保全上の見地からのものに限る。）


（裏面）
	氏名（法人又は団体にあっては、名称及び代表者氏名）
	
	電話番号
	

	住　　　所
	


